
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� アルバイトの源泉徴収                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ｑ：春休みに学生アルバイトを雇う予定で

す。アルバイト代は給料日にまとめて支給す

る予定ですが、源泉徴収はどうしたらいいで

すか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：｢日額表丙欄｣を用いて日ごとの税額を

求め、その税額の合計金額を支給するアルバ

イト代から差し引いてください。 

【解説】  

源泉徴収税額表の｢日額表丙欄｣は、原則と

して、日々雇い入れられる者に対し、労働した

日又は時間によって賃金等の額を算定し、か

つ、労働した日に支払われるもの（同一の支払

者から継続して２ヶ月を超えて支払を受ける

場合における２ヶ月を超えて支払を受けるも

のを除く）に適用されますが、次のように一定

期間分まとめて支払うものについても適用が

認められています。 

①日々雇い入れられる人の労働した日又は時

間によって計算される賃金で、その労働した

日以外の日に支払われるもの 

②あらかじめ定められた雇用契約期間が２ヶ

月以内の人に支払われる賃金で、労働した日

又は時間によって計算されるもの 

ご質問の学生アルバイトに支払う賃金は②

に該当しますので、｢日額表丙欄｣を使用して

日ごとの税額を求め、アルバイト期間のその

税額の合計金額を最終日に支払うアルバイト

代から徴収してください。 

なお､日給9,300円未満の場合は、日額表丙

欄の税額がゼロですので、源泉徴収は不要で

す。 
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